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（三） 

東
富
士
演
習
場
内
に
包
括
さ
れ
る
土
地
等
は
、
地
元
農
民
の
唯
一
の
生
活
基
盤
で
あ
る
が
、
駐
留
軍
の
使
用 

（二） 

昭
和
三
十
三
年
二
月
一
日
、
防
衛
庁
発
経
施
第
二
十
四
号
に
よ
る
防
衛
庁
長
官
よ
り
静
岡
県
知
事
宛
、
東
富 

（一） 

在
日
米
軍
の
地
上
軍
が
日
本
本
土
よ
り
撤
退
す
る
旨
の
公
表
に
よ
り
東
富
士
演
習
場
か
ら
も
駐
留
軍
が
撤
退 

士
演
習
場
全
域
を
現
在
及
び
将
来
と
も
使
用
し
た
い
と
の
申
入
れ
は
、
現
地
に
お
け
る
土
地
所
有
者
並
び
に
関

係
者
よ
り
、
駐
留
軍
演
習
場
下
の
現
賃
貸
借
契
約
に
も
と
る
も
の
で
あ
り
、
違
約
で
あ
る
と
の
主
張
が
行
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
見
解
並
び
に
今
後
の
方
策
を
伺
い
た
い
。 

し
て
お
り
、
す
で
に
富
士
キ
ヤ
ン
プ
施
設
の
返
還
が
実
施
さ
れ
、
事
実
上
米
軍
の
使
用
は
行
わ
れ
て
い
な
い
状

態
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
伴
い
当
演
習
場
の
返
還
は
当
然
の
所
為
と
思
う
が
、
い
ま
だ
こ
れ
に
つ
い
て
の
措
置
が

と
ら
れ
て
い
な
い
の
は
い
か
な
る
理
由
か
。 

に
よ
り
十
余
年
の
期
間
、
各
種
の
被
害
に
よ
り
財
産
上
あ
る
い
は
農
業
経
営
上
に
致
命
的
な
打
撃
を
被
つ
て
い 

東
富
士
演
習
場
転
換
期
に
お
け
る
土
地
返
還
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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四 

る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
種
々
の
補
償
制
度
の
適
用
に
よ
つ
て
便
宜
的
な
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
も
、
農
民

の
生
活
経
済
は
刻
々
急
迫
を
告
げ
、
今
に
し
て
再
建
の
方
途
を
講
じ
な
い
な
ら
ば
、
重
大
な
破
局
が
予
想
さ
れ

る
。 こ

れ
に
つ
い
て
は
、
広
範
な
現
状
回
復
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
新
た
な
農
業
開
発
等
の
再
建
整
備
対
策
を

実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
い
か
ん
。 

ま
た
、
本
件
に
よ
る
農
民
内
部
の
要
請
と
、
前

（二）
の
事
象
に
つ
い
て
の
調
整
あ
る
い
は
打
開
策
に
つ
い
て
、 

具
体
的
な
方
法
並
び
に
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


